
社
会
全
体
で
高
齢
者
の
医
療
を
支

え
る
仕
組
み
と
し
て
平
成
20
年
度

に
ス
タ
ー
ト
し
た
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
は
、
間
も
な
く
10
年
が
過
ぎ

よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
都
道
府
県
ご

と
に
設
置
さ
れ
て
い
る
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合(

広
域
連
合)

と
市
町

村
が
協
力
し
て
運
営
し
て
い
ま
す
。

対
象
と
な
る
人

○
75
歳
以
上
の
人

○
一
定
の
障
が
い
の
あ
る
65
歳
以
上

75
歳
未
満
の
人
で
、
申
請
に
よ
り

広
域
連
合
の
認
定
を
受
け
た
人

対
象
と
な
る
日

○
75
歳
の
誕
生
日

○
障
が
い
の
あ
る
人
は
、
広
域
連
合

の
認
定
を
受
け
た
日

毎
年
８
月
１
日
を
基
準
日
と
し
て
、

自
己
負
担
割
合
が
記
載
さ
れ
た
被
保

険
者
証
が
、
一
人
に
１
枚
、
広
域
連

合
か
ら
交
付
さ
れ
ま
す
。
医
療
機
関

で
受
診
す
る
場
合
は
、
被
保
険
者
証

を
忘
れ
ず
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

初
め
て
被
保
険
者
と
な
る
人
に
は
、

75
歳
と
な
る
誕
生
日
の
前
に
、
被

保
険
者
証
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

所
得
に
応
じ
て
、
医
療
機
関
で
支

払
う
一
部
負
担
金
の
割
合
が
変
わ
り

ま
す
。
現
役
並
み
所
得
者
は
３
割
、

そ
れ
以
外
の
人
は
１
割
の
自
己
負
担

と
な
り
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
所
得

の
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、
被

保
険
者
一
人
一
人
が
保
険
料
を
納
め

る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

保
険
料
は
、
被
保
険
者
が
等
し
く

負
担
す
る「
均
等
割
額
」と
被
保
険
者

の
所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る「
所
得

割
額
」の
合
計
と
な
り
、
個
人
ご
と

に
計
算
さ
れ
ま
す
。

保
険
料
の
納
付
方
法
は
、
年
金
か

ら
引
か
れ
る「
特
別
徴
収
」と
、
納
付

書
や
口
座
振
替
で
納
め
る「
普
通
徴

収
」の
い
ず
れ
か
で
、
市
か
ら
通
知

し
ま
す
。

保
険
料
の
基
準
と
な
る
保
険
料
率

(

均
等
割
額
と
所
得
割
率)

は
、
２
年

ご
と
に
見
直
さ
れ
県
内
全
て
の
市
町

村
で
同
一
で
す
。

○
均
等
割
額
　
４
万
３
６
０
０
円

○
所
得
割
率
　
８
・
60
％

○
年
間
上
限
額
　
57
万
円
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被
保
険
者
の
身
近
な
窓
口
と
な
る

市
町
村
は
、
広
域
連
合
と
の
橋
渡
し

役
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
役
割
を
担

い
ま
す
。

○
保
険
料
の
徴
収

○
各
種
申
請
や
届
け
書
の
受
け
付
け

○
被
保
険
者
証
の
引
き
渡
し

ほ
と
ん
ど
の
手
続
き
は
、
国
民
健

康
保
険
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。
分
か
ら

な
い
こ
と
が
あ
れ
ば
、
お
気
軽
に
国

保
の
窓
口
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

制
度
の
運
営
主
体(

保
険
者)

と
し

て
次
の
よ
う
な
役
割
を
担
い
ま
す
。

○
保
険
料
の
決
定

○
医
療
給
付(

自
己
負
担
分
を
除
く

医
療
費
の
医
療
機
関
へ
の
支
払
い)

○
被
保
険
者
証
の
交
付

後
期
高
齢
者
医
療
で
も
、
他
の
医

療
保
険
と
同
様
に
各
種
の
保
健
事
業

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
40
歳
以
上

で
受
け
て
い
た
特
定
健
診
と
同
様
の

検
診
や
保
健
指
導
、
人
間
ド
ッ
ク
は

も
ち
ろ
ん
、
高
齢
期
の
健
康
維
持
に

欠
か
せ
な
い
歯
科
検
診
な
ど
も
メ
ニ

ュ
ー
に
加
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

い
つ
ま
で
も
生
き
生
き
と
過
ご
し

て
い
た
だ
け
る
よ
う
積
極
的
な
受
診

を
お
勧
め
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

市
民
課
国
保
年
金
係

1

内
線
３
１
３
６
へ

9

制
度
発
足
か
ら
10
年

被
保
険
者
証
は
一
人
１
枚

窓
口
で
の
自
己
負
担
割
合

制
度
を
支
え
る
保
険
料

保
険
料
率
は

一
人
一
人
が
被
保
険
者

市
町
村
の
役
割

広
域
連
合
の
役
割

健
康
づ
く
り
事
業

シリーズ国保⑥

健やかに年齢を

高齢期の 医療について考える

重ねていただくために

75
歳
の
誕
生
日
は
、
豊
か
な
人
生
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン

健
康
を
支
え
る
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

昨
年
12
月
13
日
に
発
表
さ
れ
た
都
道
府
県
別
の
平
均
寿
命
ラ
ン

キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
群
馬
県
の
平
均
寿
命
は
、
男
性
80
・
61
歳(

27

位)

、
女
性
86
・
84
歳(

33
位)

で
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ま
で
の
最
高
を

更
新
し
、
男
性
も
初
め
て
80
歳
を
超
え
ま
し
た
。
後
継
者
に
経
営

を
譲
っ
た
り
、
退
職
な
ど
で
第
一
線
を
リ
タ
イ
ア
し
た
以
降
も
、

ま
す
ま
す
健
康
で
充
実
し
た
毎
日
を
送
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
高

齢
期
の
医
療
制
度
に
つ
い
て
お
伝
え
し
ま
す
。

｢生涯医療費｣って、こんなに!?
厚生労働省が、平成26年度年齢階級別１人当たり国民医療費(５歳

ごとに集計)を基に推計した１人の人が生まれてから亡くなるまでに

必要とする医療費の合計｢生涯医療費｣は2,609万円で、そのうちの半

分が70歳未満で、残りの半分は70歳以降に必要となるとされています。

最も医療費を必要とするピークは75歳から79歳までの300万円で、次

いで80歳から84歳までの297万円とされ、前後の年代がこれに続いて

います。

男女別では平均寿命の差を反映して、男性の生涯医療費が2,494万

円で75歳から79歳がピーク、女性の生涯医療費は2,732万円で80歳か

ら84歳がピークとなっています。

若い世代の医療費が低く、年齢が上がるにしたがって上昇すること

は容易に想像できますが、手が掛かると思われがちな乳幼児期の医療

費を55歳以降で超えるようになり、65歳から74歳までの前期高齢者で

は大幅な伸びを示しています。

厚生労働省の患者調査によれば、65歳以上では、三大疾病と呼ばれ

る｢脳血管疾患｣｢がん｣｢心疾患｣で入院する人が多く、治療期間も長く

費用も大きく膨らんでいます。

健康寿命を延ばすために
ＷＨＯ(世界保健機関)が提唱したことをきっかけに注目されるよう

になった｢健康寿命｣。健康上の問題で日常生活が制限されることなく

生活できる期間のことで、日本は男女とも世界第１位となっています

が、平均寿命とは大きな開きがあり認知度も十分とは言えません。

バランスの良い食事や日頃からの運動、定期的な健診などにより、

一人一人が自分自身の健康に気を配ることが何よりも重要です。

新しい年の初めに、生活習慣を見直し健康づくりの目標を立てては

いかがでしょう。

国
民
年
金
は
、
高
齢
に
な
っ
た
と

き
や
、
い
ざ
と
い
う
と
き
の
生
活
を
、

現
役
世
代
み
ん
な
で
支
え
よ
う
と
い

う
仕
組
み
で
す
。
20
歳
以
上
60
歳
未

満
の
人
に
加
入
が
義
務
付
け
ら
れ
て

お
り
、
収
入
の
な
い
学
生
に
は「
学

生
納
付
特
例
制
度
」も
あ
り
ま
す
。

20
歳
に
な
っ
た
ら
、
国
民
年
金
の

加
入
手
続
き
を
忘
れ
ず
に
。

問
い
合
わ
せ

渋
川
年
金
事
務
所

1

０
２
７
９
　
１
６
０
７
へ

老
齢
年
金
受
給
者
に
は
、
１
月
下

旬
に「
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」

が
送
ら
れ
ま
す
。
年
金
以
外
に
収
入

が
あ
り
確
定
申
告
す
る
人
は
、
こ
の

源
泉
徴
収
票
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

※
遺
族
年
金
、
障
害
年
金
を
受
給
し

て
い
る
人
に
は
送
ら
れ
ま
せ
ん

問
い
合
わ
せ

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

1

０
５
７
０
　
１
１
６
５
へ

源
泉
徴
収
票
が
送
ら
れ
ま
す

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

国
民
健
康
保
険
税

後
期
高
齢
者
保
険
料


